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「地価公示」冊子等の閲覧方法について（通知及び依頼） 

 

 

 

平素より、地価公示の実施に多大なご協力をいただき厚く御礼申し上げます。 

 さて、地価公示法では、公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記

載した書面及び当該標準地の所在を表示する図面を関係市町村の事務所において一般の閲覧に供することと

されておりますが（地価公示法第７条第２項）、この点については、PC やインターネット等を用いた閲覧方法

を採ることができるのか、これまで明確な整理がなされていなかったところです。 

 この度、行政運営の簡素化及び効率化の観点から、令和８年地価公示（令和８年３月下旬公表予定）以降

における PC やインターネット等を用いた閲覧方法について想定される代表的な方法を下記のとおり例示し、

お知らせいたします。また、貴都道府県内の関係市町村にも周知願います。 

 なお、今回の改正は、「令和７年地方分権改革に関する提案募集」における地方公共団体からの提案を踏ま

えた対応であることを申し添えます。 

 

・一般の閲覧に供するための PC 等がある場合には、次の資料を画面上に表示させる方法 

① 公示した事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面 

② 当該標準地の所在を表示する図面 

・上記①及び②をホームページに掲載し（①及び②を掲載している国土交通省のサイト URL を掲載する方

法含む）、インターネットを通じて提供する方法 

  ※ 上記以外の閲覧方法について判断に迷う場合は、個別ご相談願います。 
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